
高
校
生
の
医
療
費
を

　
　
ま
ち
づ
く
り
振
興
券
で
助
成
し
ま
す

　
高
校
生
な
ど
が
医
療
機
関
に
か
か
っ
た

場
合
、
窓
口
で
支
払
っ
た
自
己
負
担
相
当

分
を「
山
県
ま
ち
づ
く
り
振
興
券
」で
保
護

者
に
助
成
し
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、
必

ず
受
付
期
間
中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
対
象
者
に
は
、
7
月
中
旬
に
申
請
書

類
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
対
象
医
療
費

  

受
付
期
間
の
前
々
年
1
月
か
ら
前
年
12

月
ま
で
、
保
護
者
が
山
県
市
に
住
所
を
有

す
る
期
間
に
支
払
っ
た
高
校
生
な
ど
の
お

子
さ
ん
の
医
療
費
で
す
。
次
の
年
齢
別
助

成
対
象
一
覧
表
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
・
時
間　

　
平
成
30
年
１
月
４
日（
木
）〜
２
月
15
日

（
木
）８
時
30
分
〜
17
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
く

　
（
夜
間
窓
口
開
設
日
）

　
　
１
月
25
日（
木
）は
21
時
ま
で

　
（
休
日
窓
口
開
設
日
）

　
　
１
月
14
日（
日
）、２
月
11
日（
日・祝
）

　
　
９
時
〜
12
時

▼
受
付
場
所

　
市
役
所　
市
民
環
境
課  

②
番
窓
口

▼
申
請
書
類　

　
・
申
請
書
・
医
療
費
明
細
書

　
・
医
療
費
領
収
書（
原
本
）

　
・
学
生
証
・
保
険
証
・
印
鑑
な
ど

そ
の
領
収
書
、
捨
て
な
い
で
！

　
　
高
校
生
の
医
療
費
も
助
成
し
ま
す

問
市
民
環
境
課　
℡
22
―
6
8
2
7

平成
29年度 生年月日 助成対象領収書の期間 助成対象療養費

高校
1年生

H13.4.2生
～H14.4.1生

H29.4.1～H29.12.31
高校生になってからのもの ・入院、外来の自己負担分

・調剤の自己負担分
・補装具の負担割合分
・接骨院などでの自己負担
　分（保険対象分に限る）
※スポーツ振興センターや
高額療養費給付などで補て
んを受けた部分は対象外

高校
2年生

H12.4.2生
～H13.4.1生

H29.1.1～H29.12.31
高校
3年生

H11.4.2生
～H12.4.1生

卒業生 H10.4.2生
～H11.4.1生

H29.1.1～H29.3.31
高校生だったときのもの

名　称 対　　象　　者 受給者証
の種類 所得制限 対象

医療 助　成　方　法

子ども医療費
助成

0歳～小学校就学前まで（6歳に達した日以降の
最初の3月31日）までの児童 乳幼児

なし

入
　
院
　
・
　
外
　
来

【医療機関】
■県内
保険証と一緒に受
給者証を提示して
ください。

■県外
自己負担分をいっ
たん支払い、市民
環境課または支所
で 払 い 戻 し の 手
続きをしてくださ
い。

小学校1年生～中学校3年生終了（15歳に達した
日以降の最初の3月31日）までの児童 子ども

母子家庭等
医療費助成

18歳到達後の年度末までの児童を養育している
配偶者のいない母とその児童、父母のいない18
歳未満の児童

母子
家庭等

あり

父子家庭
医療費助成

18歳到達後の年度末までの児童を養育している
配偶者のいない父とその児童 父子家庭

重度心身障害者
医療費助成

・身体障害者手帳（1～3級）所持者
・療育手帳（A1、A2、B1）所持者
・精神保健福祉手帳（1、2級）所持者
・戦傷病者手帳（特別項症から第4項症）の交付

を受け､ かつ､ 身体障害者手帳4級の交付を
受けている人

重度

　次の対象者に医療費の助成を行っています。
　助成額は保険診療の自己負担分の全額で、制度の利用には申請のうえ、受給者証の交付を受けることが必
要です。また、住所や氏名・健康保険証が変更になったときは手続きが必要です。受給者証、印鑑、健康保
険証を持参のうえ手続きしてください。

福祉医療費助成制度を行っています 問市民環境課　℡22−6827

注意： 平成28年中の助成対象領収書も受け付けします。
　　　振興券は1,000円単位で交付しますので、助成の対象となる領収書の合計金額が
　　　1,000円未満の場合は、助成対象となりません。

【年齢別助成対象一覧表】対象となる領収書の期間は次のとおりです。平成29年4月1日現在

ちょっと
待って
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平
成
31
年
度
に
開
設
予
定
で
あ
る
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
を
交
通
拠
点
と
し
た
ま
ち
づ

く
り
を
視
野
に
入
れ
、
市
全
体
の
持
続
可

能
な
公
共
交
通
網
の
形
成
を
行
う
た
め
に

「
山
県
市
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
」の

策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
本
計
画
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か

ら
の
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

▼
募
集
期
間

　
９
月
29
日（
金
）〜
10
月
30
日（
月
）

▼
公
表
場
所

　
市
HP
、
市
役
所
２
階
企
画
財
政
課
窓
口

で
閲
覧
、
配
布（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

▼
提
出
方
法

　
「
山
県
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
意
見

提
出
様
式
」
に
意
見
、
住
所
、
氏
名
、
連

絡
先
を
記
入
の
上
、
郵
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
、
電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
、
直
接
、
企
画

財
政
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
結
果
公
表

　
提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要
と
こ
れ
に
対

す
る
市
の
考
え
方
を
、
市
HP
と
企
画
財
政

課
の
窓
口
で
公
表
し
ま
す
。

　
な
お
、
個
々
の
意
見
に
は
直
接
回
答
し

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
市
内
全
バ
ス
路
線
と
岐
阜
バ
ス
全
線
な

ど
に
一
日
乗
り
放
題
の
乗
車
券
が
販
売
中

で
す
。

▼
利
用
で
き
る
日

　
11
月
26
日（
日
）ま
で
の
土
・
日
・
祝
日

▼
発
売
額　
５
０
０
円（
小
児
、
障
が
い

者
の
別
は
あ
り
ま
せ
ん
）

▼
適
用
方
法

　
有
効
日
１
日
１
人
に
限
り
何
回
で
も
乗

車
可
能

▼
対
象
路
線

　

市
自
主
運
行
バ
ス（
ハ
ー
バ
ス
、
岐
北

線
、
岐
阜
板
取
線
）、
岐
阜
バ
ス
全
線（
高

速
バ
ス
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
各
務
原
線
な
ど
一

部
路
線
は
除
く
、深
夜
バ
ス
に
つ
い
て
は
、

片
道
運
賃
が
必
要
）、
関
シ
テ
ィ
バ
ス
ほ
か

▼
発
売
場
所

　

岐
阜
バ
ス
高
富
営
業
所
ほ
か
各
営
業

所
、
平
和
堂
高
富
店
、
岐
阜
バ
ス
タ
ー
ミ

ナ
ル
、
Ｊ
Ｒ
岐
阜
駅
案
内
所
、
岐
阜
バ
ス

観
光
旅
行
セ
ン
タ
ー
、
岐
阜
大
学
生
協
、

マ
ー
サ
21

▼
問
い
合
わ
せ
先

・
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
こ
と

　
岐
阜
バ
ス
高
富
営
業
所  

℡
22
―
５
０
１
０

・
公
共
交
通
に
関
す
る
こ
と

　
企
画
財
政
課　
℡
22
―
６
８
２
５

「
山
県
市
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画（
案
）」

に
つ
い
て
意
見
を
募
集
し
ま
す

岐
阜
バ
ス
か
ら
５
０
０
円
で
乗
り
放
題

「
土
日
祝
日
限
定
ワ
ン
デ
ー
フ
リ
ー
乗
車
券
」が
発
売
中

公
共
交
通
に
関
す
る
お
知
ら
せ
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